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Ⅱ 政策の棚卸し等

「国土形成計画等の策定に関する経費」の廃止など、既存予算の厳格
な見直しを行い、新たな重要課題に取り組むこととする。

Ⅰ　国土計画局関係予算総括表

○公共事業関係費 （単位：百万円）
21年度 前年度 比　較 対前年度

事　　　　　　項 予算額 予算額 増△減 倍　　率
(A) (B) (A-B) (A/B)

１．地域自立・活性化交付金 30,000 25,000 5,000 1.20

２．国土・景観形成事業推進調整費 40,000 0 40,000 皆増

３．災害対策等緊急事業推進費 15,000 25,000 △ 10,000 0.60

４．国土形成事業調整費 0 35,000 △ 35,000 皆減

５．景観形成事業推進費 0 20,000 △ 20,000 皆減

合　　　　　　計 85,000 105,000 △ 20,000 0.81

○行政経費 （単位：百万円）
21年度 前年度 比　較 対前年度

事　　　　　　項 予算額 予算額 増△減 倍　　率
(A) (B) (A-B) (A/B)

１．国土形成計画の推進等 2,037 2,109 △ 73 0.97

　　　うち、自立的な広域ブロックの形成 1,278 1,000 278 1.28

２．国土情報の整備及び地理空間情報の高度な活用の推進 864 807 57 1.07

３．総合的な交通体系整備の推進 62 72 △ 10 0.86

４．モビリティサポートの推進 101 0 101 皆増

５．その他 377 496 △ 119 0.76

合　　　　　　計 3,441 3,485 △ 44 0.99

（注）端数処理の関係で、合計、比較増△減は必ずしも一致しない。
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Ⅲ 予算概要

○ 公共事業関係費

１．地域自立・活性化交付金
予算額 30,000百万円（対前年度比 1.20倍）

自立的な広域ブロックの形成に向けたハード・ソフトが連携した取組
を効率的・効果的に実施するとともに、知恵と意欲のある地域の創意工
夫を最大限に活かすための支援を行う。

２．国土・景観形成事業推進調整費
予算額 40,000百万円（皆増）

国土形成計画等に基づく国と地方の協働による地域戦略の具体化及び
良好な景観の形成とこれによる観光立国の推進等に対して、事業の進捗
や事業相互間の調整を図り、より効率的・効果的に社会資本の機動的な
整備を図る。

３．災害対策等緊急事業推進費
予算額 15,000百万円（対前年度比 0.60倍）

住民の安全・安心の確保に資することを目的とし、洪水・高潮・地震
・津波等の自然現象による災害を受けた地域、及び公共交通に係る重大
な事故が発生した箇所等において、緊急に実施すべき事業を迅速に立ち
上げ、又は推進を図る。
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○ 行政経費

１．国土形成計画の推進等
予算額 2,037百万円(対前年度比 0.97倍）

うち、自立的な広域ブロックの形成
予算額 1,278百万円(対前年度比 1.28倍）

国土形成計画の施策の具体化等により、多様な広域ブロックが自立的
に発展する国土の形成を図るため、広域地方計画に関わる地域戦略を先
導する地方公共団体や経済団体等によるソフト事業の立ち上げ支援、中
心集落機能の強化による生活に必要なサービス提供等の支援、東アジア
との円滑な交流・連携の促進等を行う。また、国会等の移転（首都機能
の移転）に関連する調査等を行う。

２．国土情報の整備及び地理空間情報の高度な活用の推進
予算額 864百万円(対前年度比 1.07倍）

国土の状況についての科学的な分析等に資するよう国土情報の整備等
、 （ ）を推進するとともに 産学官の連携等により地理情報システム ＧＩＳ

を用いた地理空間情報の活用を推進する。

３．総合的な交通体系整備の推進
予算額 62百万円(対前年度比 0.86倍）

（政策統括官担当予算）
国土形成計画の推進に資する交通体系整備に向け、地域のモビリティ

確保など総合交通体系の構築を支援していくため、交通体系の総合性確
保の観点から必要となる基礎的データや分析手法、並びに施策の作成・
推進を戦略的に進めるために必要なノウハウを提供していくことが必要
である。そのため、総合交通に関する分析機能を強化したモデルの構築
や平成２２年度に本格的調査を計画している全国幹線旅客純流動調査に
関する検討などを進める。

４．モビリティサポートの推進
予算額 101百万円(皆増)

（政策統括官担当予算）
地域の様々な課題に対応するため、ユビキタス技術等を活用して、あ

らゆる歩行者が移動に関する情報を手に入れることができる環境を街づ
くりの中に構築するため、地方公共団体等が実施する先進的な取組をモ
デル事業として支援し、その成果を広く周知、提供するとともに、モビ
リティの向上に資するサービスの検討を行う。
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Ⅳ 個別事項

○ 公共事業関係費

１．地域自立・活性化交付金

自立的な広域ブロックの形成に向けたハード・ソフトが連携した取
組を効率的・効果的に実施するとともに、知恵と意欲のある地域の創
意工夫を最大限に活かすための支援を行う。

◎予 算

○地域自立・活性化交付金
３０，０００百万円（前年度 ２５，０００百万円、１．２０倍）
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２．国土・景観形成事業推進調整費

広域ブロックの自立的な発展と地域の自立・活性化を図るため、国
土形成計画等に基づく国と地方の協働による地域戦略の具体化、良好
な景観の形成とこれによる観光立国の推進等に資する社会資本の機動
的な整備を図る。

◎予 算

○国土・景観形成事業推進調整費 ４０，０００百万円（皆増）

【施策の概要】

以下の事業等に配分する。

（１）広域地方計画区域において実施される、国土形成計画（全国計画、または広域地方

計画）に基づく事業

（２）都道府県が地域自立・活性化交付金を活用して実施する事業に関連する事業

（３）地域活性化統合本部会合で決定されたプロジェクト及びこれに関連する事業

（４ 「景観法」等に基づく地域又は区域における良好な景観の形成に資する事業）

（５）国土形成計画の推進に資する、複数府省間で事業間の調整を必要とする事業

（６）国土形成計画等に掲げられた施策の具体化、地域の自立・活性化及び景観形成の推

進に資する公共事業関係費に係る事業を推進するために必要な調査
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３．災害対策等緊急事業推進費

住民の安全・安心の確保に資することを目的とし、洪水・高潮
・地震・津波等の自然現象による災害を受けた地域、及び公共交
通に係る重大な事故が発生した箇所等において、緊急に実施すべ
き事業を迅速に立ち上げ、又は推進を図る。

◎予 算

○災害対策等緊急事業推進費
１５，０００百万円（前年度 ２５，０００百万円、０．６０倍）

＜災害対策の部＞

・浸水対策

・法面崩壊対策

＜公共交通安全対策の部＞

・侵入防止対策

対策イメージ

 対策イメージ

 対策イメージ 不法侵入防止強化 

など公共交通の 

安全・安心を確保 

するための対策を 

緊急的に実施する 

事業 

 

 

 

 

被災後直ちに 

堤防強化、法面 

崩壊対策など 

再度災害防止 

のための対策等 

を実施する事業 
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○ 行政経費

１．国土形成計画の推進等（自立的な広域ブロックの形成等）

本格的な人口減少社会の到来、東アジアの経済発展等の経済社会情
勢を踏まえ、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築する
ため、地域の創意工夫を尊重しつつ、地域間連携等の仕組みの下で戦

、 。略的に地域活性化の展開を図り 国土形成計画の効果的な推進を図る
また、諸外国及び国際機関等と連携を図るとともに、国会等の移転

（首都機能の移転）に関連する調査等を行う。

（１）広域地方計画先導事業の創設
広域地方計画に関わるブロック独自の地域戦略について、地域に

根ざした行政、経済主体の実践活動を通じた実現が図られるよう、
地方公共団体や経済団体等による地域発意に基づく先導的なソフト
事業の立ち上げ支援を行う。

（２）定住自立圏等形成に向けた地域経営推進事業の創設
中心市と周辺市町村が役割分担して生活に必要な機能を確保する

定住自立圏構想の実現にあたり、効果的かつ効率的に生活機能を提
供するため、周辺市町村等の中心集落の機能強化等を図るモデル的
な取組を支援する。

（３ 「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業の拡充）
高齢化等によりコミュニティ機能が低下している集落等において、

集落機能の維持や森林等の管理、地域間交流の拡大、地域づくり活
動のコーディネート等、多様な主体が協働し、コミュニティを創生
しようとする活動をモデル的に支援する。

（４）東アジア連携プロジェクト
東アジアとの円滑な交流・連携を推進するため、有識者間、政策

部門間、自治体間の交流・連携を促進するための調査及びシームレ
スアジアの実現に向けた共通交通基盤等調査を行う。
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◎予 算

， （ ， ）○国土形成計画の推進等 ２ ０３７百万円 前年度２ １０９百万円

・自立的な広域ブロックの形成
１，２７８百万円（前年度１，０００百万円）

広域地方計画先導事業の創設 ２４０百万円（皆増）

定住自立圏等形成に向けた地域経営推進事業の創設
１２０百万円（皆増）

「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業の拡充
（ ）３３８百万円 前年度３００百万円

（ ）・東アジア連携プロジェクト ４０百万円 前年度 ３９百万円

（ ）・国土のモニタリング ２５百万円 前年度 ２５百万円

・首都機能の移転等に関する調査
４８百万円（前年度２３５百万円）

・国土政策の国際連携の推進 ７１百万円（前年度 ７９百万円）
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２．国土情報の整備及び地理空間情報の高度な活用の推進

①国土情報の総合的な整備、分析、利用及び提供
国土の状況についての科学的かつ客観的な分析を進めるとと

もに国民が国土の状況をよりよく理解できるようにするため、
国土に関する情報（国土情報）の整備、分析を推進するととも
に、インターネットを通じて広く提供する。

また、国土政策上の新たな要請に的確に対応するため、国土
利用の質的分析を可能とするよう、土地利用区分の詳細化等に
よる高度な土地利用情報の整備に着手する。

②地理空間情報の高度な活用の推進
「地理空間情報活用推進基本法」及び同法に基づく「地理空

間情報活用推進基本計画」が目指す地理空間情報が高度に活用
できる社会を実現するため 「地理空間情報の活用推進に関す、
る行動計画（Ｇ空間行動プラン 」に則り、多様な分野におけ）
る地理情報システム（ＧＩＳ）の活用推進を行うとともに、地
方公共団体等におけるモデル実証調査等を通じて、地理空間情
報の整備・更新・提供・流通のルール等を定めたマニュアル等
を作成する。

また、産学官の連携により、高度な人材の育成を強化すると
ともに、教育分野におけるＧＩＳの活用に新たに取り組む。

◎予 算

○国土情報の整備及び地理空間情報の高度な活用の推進
８６４百万円（前年度 ８０７百万円）

うち、
・国土利用の質的分析に資する土地利用情報整備

１４４百万円（前年度 ３８百万円）

・教育分野への地理空間情報の活用推進プロジェクト
３８百万円（新規）
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３．総合的な交通体系整備の推進
（政策統括官担当予算）

①国土形成計画等の推進に資する総合交通体系に関する調査
多様な広域ブロックが自立的に発展する国土の姿を目指す国

土形成計画の推進に資する交通体系整備に向け、地域のモビリ
ティ確保に向けた施策の作成・推進を戦略的に進めるために必
要なノウハウや、同計画のモニタリング内容や実施手法につい
て、総合的観点からの調査・検討を行う。

②全国幹線旅客純流動調査の推進
幹線交通体系の今後のあるべき姿の検討に資するため、平成

２年度以降５年毎に実施されてきた全国幹線旅客純流動調査の
課題・分析結果を踏まえ、平成２２年度に実施予定の第５回調
査に向けて、関係部局と連携して、調査実施手法や補充調査内
容及び実施方法の検討等を行う。

③地方の交通施策立案等の支援
１）環境改善効果に関する調査

交通部門における更なるＣＯ 削減の推進に向けて 「 環 境２ 、
モデル都市」等各地域における取組を支援するため、運行状
況等を加味した機関別のＣＯ 排出原単位を算出し、地域間２

の差異を検証する。

(ＮＩＴＡＳ)２）総合交通分析システム
の効果的な活用

地方公共団体の交通施策の立案等
を支援するため、地域レベルの交通
施設整備の分析が行えるよう総合交
通分析システムに路線バス情報や安
全・安心の観点から医療施設情報を
新たに加えるほか、交通機関別の
ＣＯ 排出量を図化するシステム機２

能の強化を検討する。
NITAS: National Integrated Transport Analysis System

◎予 算
○総合的な交通体系整備の推進 ６２百万円（前年度 ７２百万円）

うち、
・環境改善効果に関する調査 １０百万円（新規）
・総合交通分析システムに関する調査

１４百万円（前年度 １０百万円）
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４．モビリティサポートの推進
（政策統括官担当予算）

①モビリティサポートモデル事業
地域の様々な課題に対応するため、ユビキタス技術等を活用し

て、あらゆる歩行者が移動に関する情報を手に入れることができ
る環境を街づくりの中に構築するための地域の先進的な取組のう
ち、全国的課題の解決に資するものなどについて 「モビリティ、
サポートモデル事業」を創設し、地方公共団体等 に対して支援※

するとともに、その成果を全国的に水平展開することにより、ユ
ビキタス技術を活用した移動支援システムの普及を図る。

※ 地方公共団体、地元商工会、地元企業、地元研究機関などで構成する協議会等（地方公共団体は必須）

②モビリティサポートサービスの向上検討
本施策の実施に当たり、災害時の避難支援や公共交通機関での

移動支援など、あらゆる歩行者に対するモビリティの向上に資す
るサービスのうち、少しの技術開発等で提供が可能となるサービ
スの実現に向けて、既存技術、最新技術を問わず多様な手段を活
用し、モビリティサポートのサービスを向上させるための以下の
事項について検討を行う。
１）災害に応じた、適切な避難所までの安全な経路探索及び移動案内

２）公共交通機関のリアルタイムな運行・遅延情報の提供

３）観光地や大規模集客施設等におけるサービス導入のガイドライン作成

◎予 算
○モビリティサポートの推進 １０１百万円（新規）

（本施策の推進に関する国土交通省全体予算額 １０４百万円）

うち、モビリティサポートモデル事業 ７８百万円（新規）


